
 
 

 
 

業務制限の範囲（イメージ） 

（図１）政治資金監査マニュアルで「適当ではない」としている範囲 

 

 

（図２）取りまとめで検討した事例①の範囲 

 

 

（図３）業務制限の対象とすべき範囲（案） 

 

 

 

（図４）自己監査となる場合の例 

 

 

（図５）図３の参考とした政党助成法施行規則 
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